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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

環境の変化の激しい金融業界において、コーポレート・ガバナンスの強化については重要な経営課題の一つと捉え、これまでにも数々の経営機構
の改革を行ってまいりました。

当社グループは、経営の効率化と機動性を発揮し、経営体質を強化することを目的として、「持株会社体制」を採用しております。

権限を委譲するとともに責任の所在を明確にすることにより、より透明性の高い企業統治が行えるものと考えております。

また、利益の最大化・株主価値の極大化を基本的な経営目標と掲げる一方で、株主の皆様、従業員をはじめとした全てのステークホルダーに対
するそれぞれの責任を果たしていくことを企業の基本的な経営方針としており、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層及び従業員が
再認識することで、コンプライアンスを一層重視した経営体制を整備してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 １－２④】

当社は、2015年６月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の受付を実施しております。

招集通知の英訳につきましては、現時点において海外投資家比率が高くないため実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が高まった場合
には英訳の検討をいたします。

【補充原則 ３－１②】

当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し、英訳での情報開示・提供を行っておりません。

今後、株主構成の変化など状況に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則 ４－１③】

最高経営責任者の後継者についての具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、当社グループの取締役経験
者の中から人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしています。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会
が積極的に関与してまいります。

【補充原則 ４－14②】

当社では十分な知識・能力を有し、かつ職責を全うできると判断した上で取締役（監査等委員である取締役を含む。）の人選を行い、株主総会で承
認を頂いております。変化する情勢や法令等に対応するため、有識者による社内研修や外部セミナーへの参加等を行っておりますが、トレーニン
グの方針として明確に定めたものはないため、今後、必要に応じて整備することを検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 １－４．政策保有株式】

＜政策保有に関する方針＞

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式と純投資目的である投資株式の区分について、純投資目的以外の目的で保有する
株式の保有は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性を検討した上で行うことを基本的な方針としております。

同株式の買い増しや処分の要否は、当社にとって株式の保有が良い効果をもたらすかどうか、他に有効な資金活用方法はないかを問う観点で、
経営企画部門による検証を適宜行い、代表取締役社長に報告し、代表取締役は必要に応じて取締役会に諮ることとしております。また、保有株式
の検証にあたっては、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクを検証した上で、中長期的な関係維持、取引拡大等の保有目的に沿っているかを
基に適宜精査することとします。なお、現時点において政策保有株式は保有しておりません。

＜保有株式に係る議決権の行使について＞

政策保有株式に関する議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加えて、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを
総合的に勘案して行う方針であります。なお、純投資目的で保有する株式の保有は、配当予想や配当性向等を勘案して保有し、キャピタルゲイン
が見込める場合は速やかに処分しております。

【原則 １－７．関連当事者間の取引】

当社は関連当事者との取引について、当社及び株主共同の利益を害することがないよう、またそうした懸念を抱かせないよう、細心の注意を払う
べきと考えております。

当社が関連当事者との取引を行う場合には「関連当事者取引管理規程」に基づき、取引の開始前に取引の合理性（事業上の必要性）及び取引条
件の妥当性を十分に検討の上、取締役会での承認を経ることとしております。また、毎事業年度末時点で取引が継続している関連当事者取引に
ついても、同様に取引継続の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性を取締役会に報告の上、承認を経ることとしております。なお、関連
当事者取引については定期的に取締役会で報告するとともに、法令の範囲内で軽微なものを除き、有価証券報告書で開示しております。

【補充原則 ２－４①】

当社では、従業員が企業の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と家庭を両立し、最大限の能力を発揮できる職場



環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。上記の考えの下、当社では管理職への登用において、中途採用者・女性・外国籍の属性別に目標
値を設定し、中核人材の登用等における多様性の確保を図っております。当該目標値を含めた当社の取組状況につきましては、多様性の確保に
向けた人材育成方針及び社内環境整備方針とあわせて有価証券報告書で開示しております。

【原則 ２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社においては、自らが運用を指図する企業年金制度は導入しておりません。

【原則 ３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）会社の経営理念、経営戦略及び経営計画　

当社の経営方針については当社ウェブサイトにて開示しておりますのでご参照ください。

https://www.nissansec-g.co.jp/company/policy/

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針　

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資
本構成、企業属性その他の基本情報」に記載のとおりです。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

監査等委員を除く取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、取
締役会の決議により決定するものとしております。

なお、個別の報酬額は、基本報酬については役職、職責等に応じて定める「役員報酬基準一覧」に基づいて、業績連動報酬については業績（営業
利益、経常利益又は当期純利益）及び担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。さらに非金銭報酬については株主との株式価
値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度としており、
取締役会で定める株式交付規程に基づき、事業年度毎に各取締役に付与されるポイント数に応じて、原則として取締役の退任時に当社株式を交
付することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員
である取締役の協議（監査等委員会）により決定するものとしております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続

業務執行取締役の選解任にあたっては、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献する人物であることを基本方針とし、選任基
準に照らした上で指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主総会にて決議することとしております。

監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役については、当社グループの事業に関する豊富な経験及び知見を有することなどを
要件とし、指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主総会にて決議することとしております。また、監査等委員であ
る取締役については、取締役会での候補者決定前に監査等委員会の同意を得ることとしております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査等委員候補の個々の選解任・指名についての説明は定時株主総会招集通知の参考書類に記載しております。

【補充原則 ３－１③】

当社は、サステナビリティを巡る課題への対応を重要な経営課題と認識しており、サステナビリティ基本方針を策定の上、サステナビリティ委員会
を設置して、サステナビリティについての取り組みを推進しております。

サステナビリティ委員会では当社グループの経営戦略・経営課題との関係性を考慮の上、重要なサステナビリティ項目（マテリアリティ）の特定や
各項目における戦略、指標及び目標の策定などを行っており、その取り組みの内容については有価証券報告書等で開示を行っております。

【補充原則 ４－１①】

当社は「取締役会規程」、「稟議規程」及び「決裁管理規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直し
がなされる仕組みを構築しております。取締役会は原則毎月１回以上開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、業績の進捗について
も議論し、対策等を検討しております。

【原則 ４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役として選任することとし
ております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に豊富な経験と幅広い知見及び高い見識を有し、中長期的な視点で企業価値向上
に資する意見、助言が期待できる人物を候補者として選定しております。

【補充原則 ４－10①】

当社は４名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数に達しておりますが、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・
透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役（子会社の社外取締役を含む。）で構成する
指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会からの諮問を受け、取締役の選解任及び報酬等に関する事項を審議の上、取
締役会に対して答申を行っております。

【補充原則 ４－11①】

当社の取締役会は当社事業に精通する社内取締役３名と独立した立場で経営監視を行う社外取締役４名の計７名で構成されており、その役割・
責務を果たすための知識・経験・能力をバランス良く備えております。

当社の取締役会が経営戦略に照らして備えるべきスキルの項目及び当社の取締役が有するスキル等を一覧化したスキル・マトリックスにつきまし
ては、本報告書に添付の「当社取締役が有するスキル及び経験（スキル・マトリックス）」に記載のとおりであります。また同内容については、株主
総会招集通知の参考書類として、ホームページでも開示しております。

取締役の選任に関する方針・手続については、【原則３－１．情報開示の充実】にも記載のとおり、業務執行取締役については、グループの持続
的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献する人物であることを基本方針とし、選任基準に照らした上で指名報酬委員会での審議・答申を経
て、取締役会で候補者を決定し、株主総会にて決議することとしており、監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役については、
当社グループの事業に関する豊富な経験及び知見を有することなどを要件とし、指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決
定し、株主総会にて決議することとしております。

なお、監査等委員である取締役の選任については、取締役会での候補者決定前に監査等委員会の同意を得ることとしております。

【補充原則 ４－11②】

取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合にはその数は合理的な範囲にとどめることとし、その役割・責務を適切に果たすために必要となる
時間・労力を、当社の業務に振り向けられる体制としております。

なお、社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則 ４－11③】

当社では取締役会の機能向上と企業価値の向上を目的として、取締役会の実効性について、取締役会で分析・評価を行っております。

2024年３月期の分析・評価については外部機関の助言・サポートを得ながら、以下の方法で行っております。



（分析・評価の方法）

１．全取締役を対象に取締役会実効性評価アンケート（外部機関に無記名方式で回答）を実施いたしました。

主な評価項目は以下の通りです。

［主な評価項目］

・取締役会の構成、運営

・取締役会での議論

・取締役会のモニタリング機能

・取締役に対する支援体制

・各取締役の取組状況及び自己評価

・監査等委員会の状況

２．外部機関がまとめたアンケートの集計報告書を元に2024年４月17日開催の取締役会で取締役会の実効性について、分析・評価を行いました。

（分析・評価の結果）

アンケートの集計結果からは取締役会の運営及び議論の状況など、ほぼすべての項目で肯定的な評価が得られており、当社の取締役会が適切
に運営され、有効に機能していることを踏まえて、当社の取締役会は取締役会全体の実効性は確保されていると評価いたしました。

当社は今後も本実効性評価を通じて見つけた課題について、継続的に改善に取り組み、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。

【原則 ５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、重要なステークホルダーである株主・投資家の皆様との双方向のコミュニケーションが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上
にとって必要不可欠であると認識しております。当社では上記認識の下、当社の経営戦略、事業環境についての情報を積極的にホームページ等
で発信することにより、理解を深めていただいております。

さらに、社長及びIR部門である企画管理部が株主・投資家の皆様からの問い合わせに対応しております。株主・投資家の皆様との対話を通じて得
られた意見や要望については、IR部門が取りまとめ、定期的に経営陣や社内に報告しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2024年６月24日に公表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた
対応」をご参照ください。

https://www.nissansec-g.co.jp/pdf/press20240624-2.pdf

【株主との対話の実施状況等】

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上にとって株主及び投資家との双方向のコミュニケーションが必要不可欠と認識しており、
そのために当社は個人投資家向けセミナーを適宜開催しており、その主な実績につきましては、当社ホームページに掲載しております。

https://www.nissansec-g.co.jp/ir/information_session/



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社NSHD 40,116,900 66.91

第一商品株式会社 3,468,600 5.78

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,098,100 5.16

吉田　知広 1,030,400 1.71

株式会社岡三証券グループ 934,000 1.55

日産証券グループ従業員持株会 644,932 1.07

竹村　渉 253,800 0.42

秋元　之浩 240,000 0.40

竹村物産株式会社 200,000 0.33

加藤　貴久 197,067 0.32

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社NSHD　（非上場）

補足説明

大株主の状況は、2024年３月31日現在の株主名簿の記載に基づいております。

上記のほか、当社保有の自己株式が４千株あります。

2022年８月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書No.3）において、株式会社岡三証券グループ及びその共同保有者５
社が、報告義務発生日である2022年８月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。株式会社岡三証券グループが保有す
る934千株につきましては、上記「大株主の状況」に記載しておりますが、他の共同保有者については、2024年３月31日時点における実質所有株
式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

（１）　株式会社岡三証券グループ

　　　 保有株券等の数　285千株　　株券等保有割合　0.49%

（２）　岡三にいがた証券株式会社

　 　　保有株券等の数　610千株　　株券等保有割合　1.05%

（３）　岡三興業株式会社

　　　 保有株券等の数　　 0千株　　株券等保有割合　0.00%

（４）　岡三アセットマネジメント株式会社

　　　 保有株券等の数　 65千株　 株券等保有割合　0.11%

（５）　三縁証券株式会社

　　　 保有株券等の数　　26千株　 株券等保有割合　0.04%

（６）　三晃証券株式会社

　　　 保有株券等の数　 13千株　 株券等保有割合　0.02%

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 証券、商品先物取引業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引については、経営の透明性の確保及び少数株主の利益保護の観点から、原則として行わないものとしておりますが、例外的に
支配株主との取引が必要な場合には、取引開始前に当社グループの社外取締役で構成する委員会において、取引の公正性及び少数株主の利
益保護等について審議を行い、承認を得た上で、取締役会での承認を経ることとしております。

取引の合理性（事業上の必要性）及び取引条件の妥当性については十分に検討を行い、取引条件は独立した第三者との取引と同等のものとし、
少数株主の利益を害することのないよう対応しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社NSHDは当社の議決権66.92％を所有する親会社であり、筆頭株主でありますが、当社は同社の意向によって左右されることなく独自に
意思決定を行っており、独立性をもって経営判断を行うことができる状況にあり、当社の独立性は確保されております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大門　小百合 その他

小野里　光博 その他

門間　大吉 その他

林　徹 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大門　小百合 　 ○ ―――

大門小百合氏は、長年にわたり報道やジャー
ナリズムに従事し、国際的な政治、経済、社会
情勢に精通するなど幅広い知見を有しているこ
と、また株式会社ジャパンタイムズにおいて、
同社の長年の歴史の中で女性として初となる
編集局長や執行役員に就任するなど、会社経
営においても豊富な経験と実績を有しており、
それらを踏まえた客観的視点で、独立性を持っ
て当社の経営を遂行するに適任であることか
ら、社外取締役に選任しております。

また、会社の業務執行が経営者や特定の利害
関係者の利益に偏らず適正に行われているか
監視できる立場を有しており、当社グループと
の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利
益相反のおそれがないため、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員に指定しております。

小野里　光博 ○ ○ ―――

小野里光博氏は、長年にわたり株式会社東京
商品取引所の要職を歴任され、同取引所の市
場企画・自主規制業務等に従事されるととも
に、多くの大学・大学院においてリスクマネジメ
ント・ファイナンス等に関する特別講師・客員教
授を務められるなど、その豊富な経験・見地を
踏まえた客観的視点で、独立性を持って当社
の経営の監視を遂行するに適任であることか
ら、社外取締役に選任しております。

また、会社の業務執行が経営者や特定の利害
関係者の利益に偏らず適正に行われているか
監視できる立場を有しており、当社グループと
の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利
益相反のおそれがないため、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員に指定しております。

門間　大吉 ○ ○ ―――

門間大吉氏は、財務省、内閣官房、防衛省等
において長年にわたり要職を歴任され、その豊
富な経験・見地を踏まえた客観的視点で、独立
性を持って当社の経営の監視を遂行するに適
任であることから、社外取締役に選任しており
ます。

また、会社の業務執行が経営者や特定の利害
関係者の利益に偏らず適正に行われているか
監視できる立場を有しており、当社グループと
の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利
益相反のおそれがないため、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員に指定しております。

林　徹 ○ ○ ―――

林徹氏は、農林水産省、内閣法制局において
長年にわたり要職を歴任され、その豊富な経
験・高い見識を踏まえた客観的視点で、独立性
を持って当社の経営の監視を遂行するに適任
であることから、社外取締役に選任しておりま
す。

また、会社の業務執行が経営者や特定の利害
関係者の利益に偏らず適正に行われているか
監視できる立場を有しており、当社グループと
の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利
益相反のおそれがないため、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員に指定しております。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員が求めた場合には、社内規程に基づき、監査等委員会にその職務を補助する従業員を配属させることができることとなっております。
また、監査等委員会付従業員に関する人事異動、人事考課、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とする旨、監査等委員会付従業員
は業務執行禁止とし、監査等委員会の指示のみに基づき、監査等委員会の監査に関わる権限の行使を補助する旨を定めております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人との間で、監査方針の確認、監査計画等の会合を必要に応じて開催し、当社及び当社グループの会計監査を実施し
ております。

また、当社では内部監査を担当する部門として内部監査室を設けており、当社及び当社グループの業務が適正に執行されているか、監査スケ
ジュールに基づき内部監査を実施しております。また、監査スケジュール、監査結果の報告等必要に応じ監査等委員会と連携・協議し、連携して
当社及び当社グループ企業の業務執行状況を監視する体制を整備しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 8 0 2 6 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 8 0 2 6 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として委員の過半数を
社外取締役（子会社の社外取締役を含む。）で構成する指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会からの諮問を受け、取
締役の選解任及び報酬等に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行っております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、2022年６月29日開催の第17期定時株主総会の承認を受け、当社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除く。以
下、同様とする。）及び執行役員に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。

本制度は、取締役及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価変動による利益・リ
スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

(１) 本制度の仕組み

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社株式を取得し、当社が取締役及び執行役員に付与する
ポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役及び執行役員に対して交付される、という株式報酬制度です。本制度に基づく当
社株式の交付は、2023 年３月末日で終了する事業年度から2027 年３月末日で終了する事業年度までの５事業年度（以下「対象期間」という。）の

間に在任する監査等委員でない取締役（社外取締役及び国外居住者を除きます。以下「対象取締役」という。）及び執行役員（国外居住者を除く。
以下、総称して「対象取締役等」という。）に対して行います。なお、対象取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時です。

(２) 本制度の対象者

取締役（社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。）及び執行役員

(３) 信託期間

信託期間は、2022年８月から2027年８月（予定）までの５年間とします。ただし、下記（４）のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。

(４) 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額

当社は、対象期間中に、本制度により対象取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金60百万円を上限とする金銭を対象
期間中に在任する対象取締役に対する報酬として拠出し、下記（６）③のとおり受益権を取得する対象取締役を受益者として本信託を設定します。
本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含む。）から取
得する方法により、取得します。

（注）上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額についても、合わせて信託します。また前記のとお
り、当社の執行役員及び日産証券株式会社においても、本制度と同様の制度を導入した場合には当社の執行役員並びに日産証券株式会社の
取締役及び執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金も合わせて信託します。なお、当社の取締役会による決定により、対象期間を
５事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に
本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含む。以下、同様とする。）、本制度を継続することがあります。この
場合、当社は当該延延長分の対象期間中に本制度により対象取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の
事業年度数に金12 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記（６）のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。

また、上記のように対象期間を延長して本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの
未だ退任していない対象取締役がある場合には、当該対象取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長すること
があります。

(５) 本信託による当社株式の取得方法等

本信託による当初の当社株式の取得は、上記（４）の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場か
らの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。

なお、信託期間中、対象取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に対象取締役に付与されるポイント数に対応した
株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記（４）の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得すること
があります。

(６) 対象取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限

ⅰ) 対象取締役に対するポイントの付与方法等

当社は、当社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各対象取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、
役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。

ただし、当社が対象取締役に対して付与するポイントの総数は１事業年度あたり120,000 ポイントを上限とします。

ⅱ) 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付

対象取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。ただし、対象取締役が当社に損
害を与えたことに起因して取締役を解任された場合、辞任する場合等の所定の場合には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消
滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。

なお、１ポイントは当社株式１株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的
であると認められる事象が生じた場合には、１ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。

ⅲ) 対象取締役に対する当社株式の交付

各対象取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当社株式
の交付を受けます。

ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金した上で、



当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当
社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。

(７) 議決権行使

本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。

かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。

(８) 配当の取扱い

本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。

(９) 信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い

本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予
定しております。

また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取
締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等については有価証券報告書において、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）、取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）、
社外役員の区分毎に開示を行っております。また、連結報酬等の総額が１億円以上である者については、個別にその報酬等の内容を開示いたし
ます。

当社が、2024年３月期に支払った取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する報酬は43,319千円、取締役（監査等委員）（社外取締役を
除く）に対する報酬は3,300千円、社外取締役（監査等委員を除く）に対する報酬は6,500千円、社外取締役（監査等委員）に対する報酬は18,000千
円であり、個別に報酬等の内容を開示した取締役はおりません。

なお、事業報告においても、同様に取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）・取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）・社外取締役（監査等
委員を除く）・社外取締役（監査等委員）の区分別に内訳に記載して取締役報酬の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

2024年３月期は、基本報酬として取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）３名に43,319千円、取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）１名に
3,300千円、社外取締役（監査等委員を除く）１名に6,500千円、社外取締役（監査等委員）３名に18,000千円を支給しました。

１．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、当該決定方針は取締役会の決議により決定しております。当該決
定方針の内容は次のとおりであります。

（１）基本方針

　当社の取締役の報酬等は、株主様との株式価値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的
とし、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成しております。

取締役（監査等委員を除く）の報酬等について、公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機
関として「指名報酬委員会」を設置しております。当該委員会は、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とし、取締役会の諮問する報
酬等について審議を行い、取締役会に対して答申するものとしております。

（２）取締役の個人別の基本報酬（業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。）の額又はその算定方法の決定に関する方
針

　取締役（監査等委員を除く）の個人別の基本報酬の額については、月例の固定報酬として支給しております。各取締役（監査等委員を除く）の基
本報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役職、職責等に応じて定める「役員報酬基準一覧」に基づき、当該取締役の
実績、貢献度のほか、別に定める「役員選任基準」への該当性に照らして代表取締役が報酬案を策定し、指名報酬委員会での審議、答申を踏ま
え、取締役会の決議により決定するものとしております。

　また、各取締役（監査等委員）の基本報酬の額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、「役職報酬基準一覧」に基づ
き、監査等委員である取締役の協議（監査等委員会）により決定するものとしております。

（３）取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針



　業績連動報酬は、業績（営業利益、経常利益又は当期純利益）及び担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、一定の時期に支給することがあり
ます。各取締役（監査等委員を除く）の業績連動報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会での審議、答
申を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとしております。

　また、各取締役（監査等委員）の業績連動報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議
（監査等委員会）により決定するものとしております。

（４）取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定に関する方針

　非金銭報酬は、株主様との株式価値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託
を用いた株式報酬制度としております。その内容は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、事業年度毎に各取締役に付与されるポイント数
に応じて、原則として取締役の退任時に当社株式を交付することとしております。

（５）報酬等の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　株主様との株式価値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、基本報酬の額、業績連
動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を適切なものとする方針としております。

（６）取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

　月額報酬については毎月当社が指定する日に支給するものとし、業績連動報酬及び非金銭報酬については株主総会決議又は取締役会決議に
記載する日に付与するものとしております。

（７）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法

　取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の額については、「取締役の個人別の基本報酬（業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれで
もないものに限る。）の額又はその算定方法の決定に関する方針」、「取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針」に基づき、代表
取締役が報酬案を作成します。当該報酬案は、取締役会の決議により指名報酬委員会に対して諮問します。指名報酬委員会は、当該報酬案に
ついて協議、検討を行い、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、指名報酬委員会からの答申内容を踏まえ、報酬案について審議を行
い、決定するものとしております。

　取締役（監査等委員）の個人別の報酬の額については、「取締役の個人別の基本報酬（業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないも
のに限る。）の額又はその算定方法の決定に関する方針」、「取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針」に基づき、監査等委員
である取締役の協議（監査等委員会）により決定するものとしております。

２．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第10回定時株主総会において年額300,000千円以内（ただし、使用人分
給与は含まない。）と決議されております。

　また、取締役（社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。）の株式報酬制度による報酬は、2022年６月29日開催の第17回定時株主総
会において年額12,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を
除く。）の員数は３名です。

　監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は４名です。

３．株式報酬制度

　当社は、2022年５月13日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。）を対象とした信託を
用いた株式報酬制度（以下、本制度という。）導入することを決議し、本制度に関する議案を2022年６月29日開催の第17回定時株主総会に付議
し、承認されました。

(１) 本制度の仕組み

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社株式を取得し、当社が取締役及び執行役員に付与す
るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役及び執行役員に対して交付される、という株式報酬制度です。本制度に基づく
当社株式の交付は、2023 年３月末日で終了する事業年度から2027 年３月末日で終了する事業年度までの５事業年度（以下「対象期間」という。）

の間に在任する監査等委員でない取締役（社外取締役及び国外居住者を除きます。以下「対象取締役」という。）及び執行役員（国外居住者を除
く。以下、総称して「対象取締役等」という。）に対して行います。なお、対象取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時です。

(２) 本制度の対象者

　取締役（社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。）及び執行役員

(３) 信託期間

　信託期間は、2022年８月から2027年８月（予定）までの５年間とします。ただし、下記（４）のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。

(４) 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額

　当社は、対象期間中に、本制度により対象取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金60百万円を上限とする金銭を対象
期間中に在任する対象取締役に対する報酬として拠出し、下記（６）③のとおり、受益権を取得する対象取締役を受益者として本信託を設定しま
す。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含む。）か
ら取得する方法により、取得します。

（注）上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額についても、合わせて信託します。また、前記のと
おり、当社の執行役員及び日産証券株式会社においても本制度と同様の制度を導入した場合には、当社の執行役員並びに日産証券株式会社の
取締役及び執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金も合わせて信託します。

なお、当社の取締役会による決定により、対象期間を５事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延
長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含む。以下、同
様とする。）、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延延長分の対象期間中に、本制度により対象取締役に交付するために
必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の事業年度数に金12 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記

（６）のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。

また、上記のように対象期間を延長して本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの
未だ退任していない対象取締役がある場合には、当該対象取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長すること
があります。

(５) 本信託による当社株式の取得方法等

　本信託による当初の当社株式の取得は、上記（４）の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場
からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。

なお、信託期間中、対象取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に対象取締役に付与されるポイント数に対応した
株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記（４）の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得すること
があります。

(６) 対象取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限

① 対象取締役に対するポイントの付与方法等

当社は、当社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各対象取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、
役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。

ただし、当社が対象取締役に対して付与するポイントの総数は１事業年度あたり120,000 ポイントを上限とします。



② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付

対象取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。ただし、対象取締役が当社に損
害を与えたことに起因して取締役を解任された場合、辞任する場合等の所定の場合には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消
滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。なお、１ポイントは当社株式１株とします。ただし、当社株式に
ついて、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、１ポイントあたりの
当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。

③ 対象取締役に対する当社株式の交付

各対象取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当社株式
の交付を受けます。ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において
売却換金した上で、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場
合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。

(７) 議決権行使

　本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かか
る方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。

(８) 配当の取扱い

　本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。

(９) 信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い

　本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを
予定しております。

　また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取
締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対してはより実効性ある審議を確保するため、取締役会資料の事前提供等を行うとともに、付議される議案の内容に応じて、適宜、
事前説明を行っています。さらに重要な議案については、取締役会において、複数回にわたりその進捗状況や経過報告を行った後、決議を行うよ
うにしているほか、事前説明等における社外取締役の意見・質問等については、その内容を取締役会に反映させ、より実効性の高い審議ができる
よう社外取締役のサポートを行っております。

監査等委員の監査については、監査等委員の求めに応じて、その職務を補助する従業員を設置し必要なサポートを行う体制を確保しております。
また、監査等委員会が報告・意見を求めた場合には、取締役及び従業員はこれに応じなければならないこととしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は、定例（毎月１回）及び臨時でその都度開催しており、社外取締役を含めた取締役相互による監視を行える体制を整備しております。
また、取締役会は当社グループの経営全体の基本方針を決定するほか、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定を行うとともに、
グループの業務執行状況を監督する機関に位置づけられております。

監査等委員会は小野里光博（社外取締役）、門間大吉（社外取締役）、林徹（社外取締役）の３名で構成されております。

監査等委員会委員長　小野里光博を議長とし、法令等に従い監査方針を定めるとともに、内部監査部門と連携して業務執行状況の監視を行って
おり、適宜、取締役会等において意見を述べております。

また、当社は代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置しており、グループ各社の内部監査部門と連携し、グループ全体の業務執行
が適切かつ効率的に行われているかについて、監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査結果については社長に報告するとともに、
定期的に取締役会及び監査等委員会にも報告されています。

会計監査については、会計監査人と会計上及び内部統制上の課題について随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。

なお、当社は2021年６月29日開催の第16回定時株主総会において、会計監査人として新たに太陽有限責任監査法人を選任しました。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は小野里光博（社外取締役）、門間大吉（社外取締役）、林徹（社外取締役）の３名で
構成されており、監査等委員会委員長　小野里光博を議長とし、法令等に従い監査方針を定めるとともに、内部監査部門と連携して業務執行状況
の監視を行っております。また適宜、経営から独立した視点で取締役会等に対して意見を述べており、経営の監視機能として十分に機能する体制
が整っていると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、株主総会招集通知発送前
に当社ホームページ及びTDnetにて閲覧ができるよう開示を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう可能な限り、集中日を避けて株主総会開催
日を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使促進のため、パソコン又はスマートフォンを用いたインターネットによる議決権
行使を導入しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

株主及び投資家向けに代表取締役社長が直接、会社のビジョン、経営方針、
業績に加え、株主還元方針や主力子会社である日産証券のビジネスモデルな
どをお伝えするための活動として、個人投資家向けセミナー適宜開催しており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
株主及び投資家向けに株主総会の招集通知及び決議通知、決算短信、年次
報告書や決算説明資料などを当社のホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
企画管理部をIRに関する部署とし、情報取扱責任者であるマネジメント本部長
及びスタッフ４名でIR活動を行っています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では信用の基礎となる企業倫理の確立を図り、社会的責任を果たすことを目的とし
て、「役職員行動規範」を定めており、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様に誠
実に対応することを明示しております。

また、お客様、株主、社員、社会、環境、人権尊重の観点から「サステナビリティ基本方針」
を定め、当社に関わるステークホルダーの皆様の立場を尊重しながら、企業活動を行って
おります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では「情報開示規定」を定め、関連諸法令・諸規則等に基づき、公平かつ適時、適切
な情報開示を行うことを基本方針としております。重要情報等の開示については情報取扱
責任者を設置し、迅速、正確かつ公正公平な情報開示を行う体制を構築しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では透明性の高い企業活動を継続するため、各種規程を整備しそれらを適正に運用するとともに、的確な内部監査の実施に取り組んでおり
ます。

2006年５月開催の当社取締役会において、当社における内部統制システムの基本方針についての決議を行い、これに沿い社内整備を行っており
ます。

2008年12月開催の取締役会において、反社会的勢力との関係遮断、取締役・従業員等の毅然対応を旨とする基本方針を決議し、内部統制シス
テムの基本方針に盛り込んでおります。

2015年５月開催の取締役会において、会社法改正に伴う改正及び追加を行いました。

2015年６月開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う改正を行いました。

当社の内部統制システムの基本方針は次のとおりです。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について

ア．毎月１回以上取締役会を開催し、経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て迅速かつ慎重に決
定・承認を行う。

イ．社内規則に基づく職務権限及び稟議手続き等の意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

ウ．コンプライアンス体制を確保するための体制及び規定等の構築・整備を行う。

エ．内部監査室は当社グループの内部監査部門と連携して使用人の職務の執行について内部監査を担当するものとし、監査方針・監査計画を取
締役社長及び監査等委員会に提出し、監査結果を被監査部署の担当取締役及び取締役社長、監査等委員会に報告する。

オ．内部通報制度を構築・整備する。

カ．金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告に係る信頼性を確保するため、グループ各社は財務報告に係る必要かつ適切な内部統
制を整備し、運用する。また、内部監査室を中心に、当該内部統制の有効性を定期的に検証し、その検証結果を、必要に応じて改善・是正に関す
る提言とともに、取締役会に報告する体制を構築する。

キ．当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で組織的に対応し、取引関係を含めて一切の関
係を遮断する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

ア．社内規則に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。

イ．取締役または監査等委員会は、常時、これらの文書等を閲覧することができる。取締役の命を受けた使用人についても同様とする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

ア．当社グループ企業における業務執行上のリスク管理についての基本方針・管理体制を社内規則で定め、その運用を図る。

イ．必要に応じてリスクカテゴリーごとに規定等を制定し、研修の実施、社内マニュアルの作成・配布などを行う。

ウ．リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、取締役は速やかに取締役会に報告する。

エ．新たに生じたリスクについては、その対応のため、取締役社長は対応責任者となる取締役を定め、対策会議を招集する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

ア．業務分掌規程等の社内規則により各部門、各役職における権限と責任を明確化するとともに、社内規則に基づく意思決定ルールにより、適正
かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

イ．その他、取締役は、内部統制制度、年度計画、予算・業績管理制度、月次・四半期業績、人事管理制度、社内規則等を整備・運用し、職務の
執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保する。

ウ．取締役会はその進捗状況を定期的に確認して改善を促すことができるよう、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について

ア．関係会社管理規程等を整備・運用することにより、子会社が当社に対し協議すべき事項及び報告すべき事項を明確にする。

イ．前記（１）（３）（４）について、子会社においても整備・運用を推進する。

ウ．グループの経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て慎重かつ迅速に決定・承認を行う。

エ．年度予算制度に基づき、目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、年度予算を策定し、それに基づく業績管理
を行う。

（６）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）からの独立性に関する事項、当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保について

ア．当社の監査等委員会が求めた場合には、業務分掌規程に基づき監査等委員会にその職務を補助すべき付従業員を付属させることができる。

イ．監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する人事異動、人事考課、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とする。

ウ．監査等委員会の職務を補助すべき従業員は業務執行禁止とし、監査等委員会の指示のみに基づき、監査等委員会の監査に関わる権限の行
使を補助する。

（７）当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、ならびに報告したこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について

ア．法定の事項の他、当社及び子会社に関する下記の事項については監査等委員会へ報告を行うこととする。

　ａ．重要な会議で審議、報告された事項

　ｂ．内部監査部門が実施した内部監査の結果についての事項

　ｃ．グループ経営上著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、及びグループ役職員の違法、内部不正行為

　ｄ．内部通報制度による通報の状況

　ｅ．毎月の経営の状況及び業務執行上重要な事項

　ｆ．子会社の監査等委員会の活動状況

　ｇ．その他、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

　　　なお、監査等委員会への報告は常勤の監査等委員への報告をもってこれを行う。

イ．監査等委員会は、必要に応じ当社及び子会社の取締役及び従業員を出席させ、報告・意見を聞くことができる。当該出席者は、監査等委員会
に対し、監査等委員会の求めた事項について説明を行わなければならない。

ウ．監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止するとともに、子会社においてもその徹底を図る。

（８）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

ア．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用または債務は、監査等委員会の意見を尊
重して、適時適切に当社が負担する。

イ．監査等委員会の職務遂行においては、各部署における従業員は監査等委員会の監査に協力しなければならない。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本方針として、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で組
織的に対応し、取引関係を含めて一切の関係を遮断することを掲げております。

当社では警察・弁護士等の外部専門機関との連携、情報収集を行うとともに、以下のとおり反社会的勢力に対する基本方針を定め、社内規程及
び契約書類の整備や定期的な研修を行っております。

（反社会的勢力に対する基本方針）

日産証券グループ株式会社は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者）に対する基本方針を次のとおり宣言します。

１．反社会的勢力に対しては、全社を挙げて対応を図ります。また、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保します。

２．反社会的勢力とは取引関係も含めて、一切の関係を遮断します。また、既に取引中の相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合、

　　又は該当するおそれがあると判断した場合、速やかに契約の解消に向けた措置を講じます。

３．平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び外部の専門機関と密接な連携関係を構築します。

４．反社会的勢力による不当要求は断固拒絶し、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行います。

５．反社会的勢力に対して、資金提供及び裏取引は一切行いません。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

特記すべき事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

（１）適時開示に係る基本姿勢について

当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に
立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適
時適切な提供について真摯な姿勢で臨んでおります。

（２）適時開示に係る社内体制の状況

ア．当社は上場企業として、不特定多数の投資者に対し、投資判断の基礎となる重要な会社情報の開示を均等、迅速、正確かつ公平に行うことを
基本とし、企画管理部を情報開示担当部署として、子会社と緊密な連携をとりながら、情報管理及び適時開示の周知徹底を図っております。

イ．情報取扱責任者はマネジメント本部長とし、当社及び子会社の重要な決定事実及び発生事実等が、業務運営・業績等にどのような影響を及
ぼすか、マネジメント本部長が中心となり、企画管理部及び財務部から各関連部署ならびに関係者と連絡をとり「会社情報適時開示」についての
要否を検討します。

ウ．当社の重要な会社情報については、取締役会決議後、速やかに開示いたします。また重要事実の発生についても、発生を認識した時点で速
やかに開示いたします。

エ．情報の開示については、マネジメント本部長の指示に基づき、企画管理部及び財務部にて作成した開示資料を適時開示システム「ＴＤｎｅｔ」で
開示いたします。

オ．「ＴＤｎｅｔ」で開示いたしました会社情報は、当社のホームページに掲載いたします。



取締役会指名報酬委員会

顧問

弁護士等

会計

監査人

社長

内部監査室財務部 企画管理部

日産証券
グループ会社

日産証券グループ

検査部 監査等委員会

東京

証券

取引所

選任・解任 選任・解任選任・解任

選定・監督・解職

答申

諮問
監査等

助言等

連携

連携

連携

経営指導等

会計

監査等

適時

開示

事業報告等

連携

連携

株主総会

監査等委員会

サステナビリティ

委員会

報告

マネジメント本部



当社取締役の有するスキル及び経験（スキル・マトリックス）

企業経営 財務会計
法務

コンプライアンス
リスク

マネジメント
内部統制
ガバナンス

サステナビリティ M&A ファイナンス

〇 〇

〇 〇

林 徹 〇 〇社 外 取 締 役
（監査等委員）

〇 〇 〇

門間 大吉 〇 〇 〇

社 外 取 締 役
（監査等委員）
社 外 取 締 役

（監査等委員）

小野里 光博 〇 〇

大門 小百合 社 外 取 締 役 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇〇

久保 壽將 取   締   役 〇 〇

氏名 役位
主なスキル・経験等

〇〇代表取締役社⻑二家 英彰 〇〇〇

近藤 ⻯夫 〇 〇常 務 取 締 役


